大田市グリーン購入 調達方針

１．目的
この方針は、環境への負荷の少ない持続可能な循環型社会の構築を図るため、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づき、環境に配慮した物品の調達（以下「グリーン購入」という。）の推進を図るとともに、調達総量の抑制や省エネなどを実践し行政コストを削減することを目的とする。

２．適用範囲
大田市役所は、この方針に従ってグリーン購入を行うものとする。

３．調達の基本原則
物品の調達にあたっては、従来考慮されてきた価格や品質などに加え、資源採取から廃棄まで全ての物品ライフサイクルにおける多様な環境負荷を考慮し、次の事項に配慮して購入する。


（１）調達数量は、必要最小限とすること
（２）再生された素材や、再使用された部品を多く利用していること
（３）製造および使用過程において、 資源やエネルギーの消費が少ないこと
（４）長時間の使用ができ、また、リサイクルが可能であること
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４．対象物品
グリーン購入の対象物品は、紙類・文具類・オフィス家具・家電製品・照明器具・作業服・印刷物・自動車とする。また、これ以外の物品や公共工事の資材等についても、「３．調達の基本原則」に準じて選定するよう努めるものとする。

５．調達物品の選定方法
グリーン購入をする場合は、環境に配慮された物品に関する情報をメーカー発行の商品カタログのほか、「グリーン購入ネットワーク エコ商品ねっと」「日本環境協会 エコマーク製品情報」等インターネットなどを通じて情報を入手するものとする。

６．調達の方法
担当職員は、物品を調達する場合は、次の事項を確認した上で購入手続を行う。
（１）品目名　 （購入する物品が「グリーン購入対象物品」か）
（２）購入数量 （必要性を十分に考慮した上で、適切な購入量か）
（３）購入金額 （従来品と比較して妥当な価格か）
（４）納入業者 （グリーン購入に協力的か、発注先が環境に配慮した事業者か）

７．推進体制
この方針に係る事務は、環境生活部環境政策課が行う。
必要に応じ、大田市環境保全施策推進会議等を開催し、グリーン購入の推進を図る。

この方針は、平成２７年４月１日から施行する。
